
   ○苫小牧市選挙啓発用投票器具等貸出要綱

（目 的）

第１条 苫小牧市選挙管理委員会（以下「委員会」という。）は、市内の学校又は団体（以下「学

校等」という。）に投票器具等の無償貸出しを行うことにより、選挙の重要性、正しいルールを

学んでもらい、投票意識の高揚及び明るく正しい選挙の啓発を図ることを目的とする。ただし、

委員会が執行する各種選挙に支障のある場合はこの限りでない。

（投票器具等の品目）

第２条 貸出す投票器具等は、別表のとおりとする。

（貸出期間）

第３条 １回の貸出期間は原則として５日間とする。

（借用手続）

第４条 学校長又は代表者（以下「学校長等」という。）は、投票器具備品等の借用を希望すると

きは、「選挙啓発用投票器具等の借用願」（様式１）を借用期間前７日までに、委員会に提出しな

ければならない。

（貸出の承認）

第５条 委員会は、前条の借用願を受理したときは、速やかにその許可を決定し、学校長等に連絡

するものとする。

（備品の搬入、搬出）

第６条 借用願のあった学校等への投票器具等の搬入、搬出は、原則として委員会が行うものとす

る。

（利用報告）

第７条 学校長等は、投票器具等の使用が終了したときは、「選挙啓発用投票器具等利用報告書」（様

式２）を委員会に提出するものとする。

（紛失、破損の弁償義務）

第８条 学校等は、借用期間内における不慮の事故等により、投票器具等を紛失、破損しても、委

員会からその責めを問われないものとする。ただし、故意又は悪質な場合はこの限りでない。

第９条 削除

附則

 この要綱は、平成９年１０月１日から実施する。

附則

 この要綱は、令和３年４月５日から実施する。

附則

 この要綱は、令和５年８月４日から実施する。



（別 表）

選挙啓発用投票器具等の貸出し品目一覧

品   名 内  容  （規  格） 貸出数

投 票 箱 ３０００票用、５０００票用 適 宜

投票記載台 ３人用 適 宜

名   札 委員長、選挙管理委員、選挙立会人、事務従事者 適 宜

錠 ・ カギ 投票箱１台につき４個使用 適 宜

車 椅 子 適 宜


